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令和５年度 第３回 公共事業等審査会 議事録 

 

日 時 ：令和５年11月27日(月) 13:30～16:30 

場 所 ：ひょうご女性交流館 501会議室 

 

 

《継続事業の説明、質疑》  

（１）道路 一般県道 明石高砂線 

○会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、委員の方から、ご意見、ご質問いただきたい。よろしくお願いいたします。 

○委員 

  補足４で、水上からの台船を使用する形にされている形態だと、河川のほうの出水期の

工事ができないのではないかと思いますが、補足８では、上部工工事について、青色が着

手から約、計２年で行われているところを、赤色も計２年で実施されるようなイメージに

なっていますが、これはもともと橋上からクレーン車を利用する場合でも、出水期は工事

できないという見込みだったのですか。 

○県 

  出水期に橋上から施工する場合でも、通常、足場を橋桁の下に設置しますので、通常は

非出水期の施工になっております。 

  工程表につきましては、工期の前半は工場製作等の期間等もございます。出水期で施工

できない時期もそういった作業があるということで、工程表上は全部塗り潰しています。 

○委員 

  了解いたしました。 

○委員 

  今回の変更増額９億円の理由についてです。補足３です、東行きが広域迂回となって、

地元同意が得られなかったところですが、この地元同意をいつからどのように取って、結

局、最終的には得られなかったのかを教えていただきたいのと、補足６の建設資材や労務
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単価の上昇による遅延、増額というのがあるのですが、これは受注者のほうからそういう

要請があったという理解でよろしいでしょうか。 

○県 

  地元説明につきましては、いつからというのは今、手元にないんですけども、順次説明

はしてきたと聞いております。 

  最終的に判断といいますか、今の工法に切り替えたのが令和２年の１０月ということ

で、ここで方針転換をしたということでございます。 

  労務単価につきましては、工事契約した上部工業者から、インフレスライド条項という

ことで、契約書に基づいて申請があったものを契約変更しました。 

○委員 

  １点目の地元同意のところですけれども、工期を見ると着工が平成２２年で、スタート

は一体いつからなのか、１０年以上かけても駄目だったという話なのか、直近までこの話

をしていなくて、結局、迂回が駄目になり工法を変えたのかを教えて頂きたいです。 

○県 

  地元説明としては、平成３０年度頃から入っています。最終的には上部工の詳細設計を

して、具体的な迂回や、出来上がるまでの期間のほか、増額を含めて今回、最終案となっ

た仮設の歩道橋を架けるかどうかといったところをやり取りし、最終的に決定したのが令

和２年の１０月でございます。 

○委員 

  平成３０年ぐらいまでは、迂回をしないといけないかどうかということが、工法が決ま

っていないからできなかったという理解でよろしいですか。 

○県 

  平成３０年度の当初は東行きは止めたいということで説明させていただいて、代替案も

含めて検討し、決定したのが令和２年です。 

○委員 

  もっと前から地元の合意形成のためにやっていたら、１０年もかけていたら合意もでき

たのじゃないかなという話ですけど、そもそも持っていくのが工法変更でできなかったの

か、それとも迂回が分かっていたけどしてなかったのか、どっちなのかという質問です。 

○県 

  もっと早く入って、合意形成を図っていけばよかったというのが反省点でございますけ

れども、地元説明しようと思うと、詳細なことを聞かれますので、詳細な検討ができてい
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ないとお答えもできないので、なかなか説明に行けなかったというのが実情としてはあっ

たと思いますけれども、やはり事業の計画に大きな影響を与えることですので、大まかな

情報でも早く入って、合意を得ていくというやり方がよかったと考えているところです。 

○委員 

  分かりました。 

○委員 

  我々も、私も含めて現地を見に行かせていただいて、渋滞の状況とか危険な状況がよく

分かったので、非常に重要な事業であることは認識しております。 

  ただ、その一方で、前回評価時に比べて大幅な増額になっているということと、参考資

料４には、前回の評価時の情報が出ていまして、その時点でも結構大幅な増額がされてい

るということで、これだけ増額しているのに、さらに今の時点で有効だと言うためには、

今日のご説明では十分ではないかなと思います。 

  そういう意味で、今回の事業の目的は、相生橋西詰交差点の渋滞の解消と安全の確保と

いう２点だと思いまして、それぞれもう少し詳しくお聞きしたいですけれども、渋滞の解

消という意味で言いますと、資料３の１の１ページ目で見せていただいた現況交通量で言

うと、平成２７年に比べても、もう既に増加しており、さらに渋滞がひどい状況になって

いるだろうと思われますが、現状の渋滞がどの程度で、これがもし事業ができた場合に、

それがどの程度解消されるのかというところを教えていただきたいというのと、安全性に

ついては、歩行者と自転車を別の橋にするということなので、そこは十分安全になるよう

な気がしますが、現地で見させていただいたときに、橋を渡った後の河川堤防上の道との

交差点のところがどういう動線を想定されているのか分からなかったので、混合すると非

常に危ない状況になるのではという懸念を抱いておりました。その辺りがどのようになっ

ているのかということをご説明いただきたいです。 

  さらには、有効性のところについては、渋滞の解消と書かれていますけれども、通常、

ここでこういう事業評価のときに用いられる、一つの柱として用いられる費用便益分析が

載ってないということの理由があれば、教えていただきたいです。 

  これまでも、少なくとも私は費用便益分析だけで決めることがいいとは何も言ってない

ですし、総合的に判断すればいいと思ってますが、だからといって、載せないというのは

ちょっとどうかなという気もするので、その辺りも含めてご回答いただけると大変ありが

たく存じます。 
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○県 

  事業の必要性のさらに説明ということで、参考資料でお配りしています前回の評価時点

での渋滞長を申し上げますと、最大値、渋滞長は２５０メートル、西行き、南行きについ

ても発生しております。今回、新たな調査結果として、資料の４ページに示しております

とおり、西行きが渋滞長４８０メートル、南行きが２３０メートルの渋滞長として、さら

に渋滞が大きくなっている状況でございます。 

  今回の計画につきましては、推定交通量によりまして、交差点のシミュレーションを行

っております。今回の計画で西行きを１車線から３車線に拡幅することで、渋滞の発生は

なくなると想定しております。 

  それから、安全性の向上ということで、交差点の通行方法ですが、補足資料の１ページ

に計画平面図をつけております。図面の下側、下流側の橋梁が歩行者・自転車専用となり

ます。加古川市側から自転車で通学してきた高校生が、交差点南側の横断歩道を渡って、

高砂南高校方面はそのまま西進し、高砂高校方面は交差点西側の横断歩道を渡り北進する

ことになります。 

  現状は、自転車等は上流側の橋を使っておりまして、そこに、横断歩道があり、そこを

渡って通学しております。上流側橋梁から北方向に右折する交通量が多いところの横断歩

道を渡っています。計画では、そこを避けて下流側橋梁から交通量の少ないほうの横断歩

道を渡って行けるということと、交差点がコンパクトになりますので、その通過時間も短

くなるということで、高校生等の通学の安全性は高まると考えております。 

  それから、費用対効果のＢ／Ｃですけども、国交省のマニュアル等によって算定してお

り、交通安全事業につきましては、算定のマニュアルというものがなく、算定しておりま

せん。人の命の安全性の向上ということで、その辺りを数値化するというところは難しい

と考えております。 

○会長 

  前回の事業評価時も、Ｂ／Ｃはなかったのですか。 

○県 

  はい。交通安全事業はＢ／Ｃを算定しておりません。 

○委員 

  安全性のところでもう少し詳しくお聞きしたいのですが、今のご説明は橋の北側を通っ

ていたものが、南側を通って、さらにもう一度渡るということですか。 
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○県 

  はい。 

○委員 

  確かによくなる反面もあり、悪くなる反面あるという気もしますが、例えばこの段階で

何も決められないと思うのですけれども、歩車分離のような話、例えば信号の制御など、

もう少し何か対策がないと危ないのでは。かつ我々が見させていただいたのは、北西側の

スペースですとか、もう少し何か対策が必要ではと思いますが、今後検討される予定も含

めて何かございましたら、ご説明いただければと思います。 

○県 

  ご提案いただいた歩車分離などは、有効な対策だと思います。また、現場の完成が近づ

きましたら、地元警察等とも具体的な協議に入ってまいりますので、その辺りも含めて検

討してまいりたいと考えております。 

○委員 

  その安全性に関係することですが、先日、徒歩でこの橋を使う機会がありました。橋の

東詰めから南側にある仮設歩道を歩きました。これまで北側にも歩道があったので、北か

ら土手を歩いてきた場合、そこから歩道に入れました。今は北側に歩道がないことから、

南側に渡る必要があります。本来なら橋から東へしばらく歩き、信号を渡るのが正しい通

行方法です。しかし信号まで遠いためか、車道を強引に南側の仮設歩道に向けて渡る人が

いました。非常に危ないと感じました。橋の東詰めに信号つけるまではいかないとしても、

ここは渡れないという表示をするなど、何らかの対策をすべきではないでしょうか。 

○県 

  供用開始に向けまして、地元土木事務所と一緒に、ご指摘の箇所の安全性の対策を考え

てまいりたいと思います。 
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（２）道路 国道２号（和坂拡幅） 

○会長 

  ありがとうございました。 

  ご意見をいただきたいと思います。委員の方、何かご質問、コメントございましたらお

願いしたいです。 

○委員 

  費用の増額の件に関しては、資材や労務費の上昇ということなので、それは致し方ない

のかなという面がございますが、工期が延びた件ですけれども、前回の評価を拝見させて

いただくと、前々回との比較で、７年の延長がその時点で行われていて、今回、さらに５

年の延長です。延長の理由は、例えば前回の場合だったら不発弾のことがあったり、線路

上作業のために施工能率が低下したとか、いろいろ事情は書いていますが、そういう工期

に関して、順々に延びていることに関しては、もう少し対応の余地はなかったかというご

質問ですけどいかがでしょうか。 

○県 

  ＪＲとの協議は工法が詳細に分かってこないと、実際の工期も見えなかった部分もあり

ましたので、その辺は延びてしまった原因になっておりますが、もう少しＪＲとの協議を

密にするとか、工期短縮についてもいろいろとＪＲと協議をしながら、良い方法を考える

とか、そういったことができていたかなと思います。 

○委員 

  五月雨的に５年延びることは、相当な工期延長ということになるので、特にＪＲとの協

議に関しては整理できるところは整理していただければなという印象がございます。 

○県 

  教訓にいたしまして、今後のＪＲとの協議、他の協議にも、活かしていきたいと思いま

す。 
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（３）道路 国道429号（榎峠バイパス） 

○会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、委員の方からご質問ございますでしょうか。 

○委員 

  トンネルは、兵庫県側と京都府側両方から同時に掘り進んでいくのですか。 

○県 

  京都府側と兵庫県側、大体、発注時期が同じでございますので、業者の着手時期は若干

差があるかもしれませんが、基本、同じ時期で進めていきたいと考えております。 

○委員 

  建設資材の価格高騰や労務単価の上昇というのは致し方ない、昨今の状況なのですが、

工事がまだ６％しか進捗していないので、まだまだこの情勢がどういう風に上がっていく

のかが分からないと思うのですね。 

  今、９億として挙がってるのですけれども、なるべく細かく労務単価の状況というか、

工事資材の状況を見ていただいて、一気にアップすることがないような工事管理が可能で

あれば、すごく理想的だなと思っておりますので、ぜひ、何か工事の進捗に合わせて、単

価とか工事の方法とかというのを詳細に今後見ていただけるといいかなと希望的観測を述

べさせていただきました。 

○県 

  将来の価格上昇というのは見通せない部分もありますが、注視していきたいと思いま

す。 

○委員 

  よろしくお願いします。 

○会長 

  トンネル支保の見直しをされています。実はまだ業者さんが決まってないですよね。掘

り進んでもいない。 

○県 

  はい。 

○会長 

  概略設計から詳細設計に変えたときに、支保の見直しをしたということですか。 
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○県 

  そのとおりです。 

○会長 

  トンネルは、実際に掘り進んでいくと、言われるのが掘ってみないと分からないという

ところで多くの設計変更が出てくるだろうと思われますが、そのときに、事業費をどれぐ

らい見ておこうかということは腹づもりされていますか。 

○県 

  過去の施工したトンネルで得られた知見から、トンネルでも工事着手後に、支保構造の

変更になるというリスクがあるのではないかと思って準備させていただいた資料でござい

ます。 

  具体的に申しますと、ＣⅠをＣⅡに変更するのではないか。それから、入り口周辺も少

しもろいので。 

○会長 

  坑口ですね。 

○県 

  坑口ですが、ＤⅠのところに黒の破線をしておりますが、補助工法が必要になるのでは

ないかなということが考えられます。仮に、このように変更になった場合には、まだ、約

２億円から２．５億円の増額が発生するのではないか、こういうリスクは我々考えており

ます。 

○会長 

  この辺の小差といっていいんですかね、トンネルは私の知る範囲では、掘ってみないと

分からないというのが、やっぱり土の中というのは難しい面がおありだということですの

で、どれぐらいの変動があり得るかと。 

  リスクを把握されてるということで安心いたしました。 
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（４）道路 主要地方道 大谷鮎原神代線 

○会長 

  ありがとうございました。 

  委員の方からご意見いただきたいですが、質問等ございますでしょうか。 

 資料の５ページに工程表がございますが、前回の計画では道路改良工事と橋梁工事が同時

に進行するという計画が示されておりますが、新たな今回の実施計画によると、橋梁工事

をほかの道路改良工事と切り離して行われる計画になっているように思うのですけど、そ

れはどうしてですか。令和１０年だけが両方が出てくるのは、どういうご事情ですか。 

○県 

  残っている区間がほぼ橋梁ということもございますので、その前後の取り合い部は、橋

梁工事のほうに含んでおります。 

  最後に道路改良工事としているのは、最後に一連で舗装などをする意味合いでございま

す。 

○会長 

  委員の方からご指摘されている大きなポイントの一つに、工期がどんどん延びていくと

いうことが、県民に対するサービスを十分に果たすというところを難しくしているという

ご指摘でございまして、今回も新たな事業になると、令和３年で完成する予定が令和１０

年になってしまうということですよね。これについては、やっぱり致し方ないという見解

でしょうか。 

○県 

  そのとおりで、なかなか心苦しく思っているところでございます。用地補償が３年延び

ていますが、代替地を探すのにも時間を要したりすることもございまして、事業期間が延

びております。 

  それから、工事もできるだけ工期短縮を図るように検討いたしましたが、道路の切替え

が生じますもので、工期が延びている状況になっております。 

  工期短縮に努めて、できるだけ早期に完了させたいとは思っております。 

○委員 

  補足資料の１ですけれども、橋梁の拡幅工法の見直しがあって、もともとはこの現況の

橋の拡幅でやろうとしていたということですけど、築６０年経過というのは当初から分か

っているので、最初からこの拡幅の工法というのは取らなかったほうがよかったかなとも

思います。最初はこの拡幅でいこうとした理由がよく分からなかったので、教えてもらっ
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てもいいですか。基礎が木の杭であるとか、築６０年で経年劣化が激しいというのは、最

初から分かっているかなと思うので。 

○県 

  そのとおりだと思いますが、最初に計画が始まったときが、もう少し前で、まだ、その

当時は築40数年だったというところもございますので、まだ、健全ということも考えてお

りまして、ちょっと想定していなかった部分もございます。 

○委員 

  これは築６０年というか、築５０年で見るのですか。 

○県 

  今時点で。 

○委員 

  今はそうですけど、築４０年ではないですよね。 

○県 

  計画が始まったときが。 

○委員 

  新規評価のとこからではなくてですか。築４０年の起算点がちょっとよく分かりませ

ん。 

○県 

  新規評価が平成２０年でございまして１５年ほど前。その少し前の平成１８年、１９年

あたりに検討していたというところもございます。 

○委員 

  平成１９年に検討して、そのときは、完成予定は何年だったのですか。 

○県 

  平成２６年ですので、６年間で完成する予定でした。 

○委員 

  平成２６年で完成ということは、そのときは既に築５１年になっているということです

か。今、築６０年だったら、平成２６年で完成したとしても、築５１年経過の橋の拡幅を

しようとしていたということになるのですかね。５０年って、一般的な感覚としたら劣化

が進んでいる。 

○県 

  確かにそのとおりでございます。補強などもして、今の橋を活かせられるのではないか
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なと、当初のときはそう考えておりましたが、事業化してから、調査をしたり、検討をし

たりする中で、今の橋を拡幅するというのは難しいということになりました。 

○委員 

  これは一般的な話として、橋の寿命は大体５０年ぐらいで見るのですか。それとももっ

と短く見るのですか。基準があるのですか。５０年もあるし、６０年もあるし、７０年も

あるし、２０年もあるとか、そういう話ではない気がします。 

○県 

  一概には言えなくて、１００年経っても健全に通れる橋もございますし、塩害が生じる

ような海岸付近の橋では寿命が短い橋もございますし、交通量にもよると思います。 

○委員 

  それは一覧表になっていないのですか。木の橋といったら、素人から考えたら、もう築

５０年でも相当劣化しているかなという気がするのですね。木の橋だったら寿命はこれぐ

らいとか、塩害とか別の劣化要素もあるのだと思うのですけどね。 

○県 

  地中に埋まっていた基礎が木杭でした。 

○委員 

  基礎部分が木ということですね。 

○会長 

  今現在の日本のインフラ構造物は高度成長期にできて、５０歳や７０歳になろうとして

います。どのインフラ構造物がどれぐらい劣化して、修繕が必要かというのはあまり分か

っていないのですよ。それをしっかりと判断する技術の開発が、今、最前線では行われて

いると理解しています。 

  一概に、この橋梁だったら何年かということは、私の理解では無いと思います。個別の

インフラ構造物を調査してみないと、どれほど劣化しているか分からない。この案件は委

員と県とのやり取りを拝聴していると、平成２０年以降に劣化の調査を始めた構造物と理

解しました。ですから、その前までは調査していないので、予備知識なく拡幅することが

必要だという議論になっていたのだろうなと想像しました。 

○県 

  そのとおりです。 

○委員 

  橋とかについては、一覧で全部リスト化すれば、完成の時期から大体どれぐらいで利用
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できないという判断が、もっと早くにできるのかなと思って、一覧表とかに整理されてい

るのかなと思っていたのですけどね。 

○会長 

  個別に違うのですよね。構造物それぞれが晒されている環境とかによって、どれだけ傷

んでいるかが違うと思います。 

○委員 

  分かりました。橋ごとのデータがないから、やってみないと分からない。 

○会長 

  それを非破壊で検査する方法というのは、今、最先端技術の一つとして開発中と理解し

ています。 

○委員 

  分かりました。 

○会長 

  その調査に結構お金がかかるのです。現状、できるだけ非破壊で、例えば橋の上を調査

車両が動いて、それで劣化の度合いを判断するというような技術はないかとか、いろんな

ところで開発中です。真面目に調査すると、ボーリングをしてみてサンプル取ってという

と大ごとになりますので、全部の設備にやるには、フィジビリティが非常に低いんだろう

と想像します。 

 平成２０年頃に、拡幅しようと思って調査を始めると、そのまま拡幅したらまずいぞとい

うことになって、今に至ったのだろうと。委員のご指摘のように、今の段階に至るのがも

っと早くではというのはあり得ると聞いていました。 

○委員 

  分かりました。 

○委員 

  施工期間の長さは分かったのですが、この橋自体の長さはどれぐらいあって、架け替え

後の橋脚や橋の構造はどういう形をしていますか。 

○県 

  古い橋が３８．５メートルでございます。新しい橋は４０．９メートルを予定しており

まして、橋台につきましては、古い橋が重力式、新しい橋は逆Ｔ式を予定しており、橋脚

につきましては、古い橋が逆Ｔ式、新しい橋は壁式を予定しております。 

  それから、橋種につきましては、古い橋は３径間のプレテンの床版橋、新しい橋は２径
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間のプレテンの床版橋で計画を進めております。 

○委員 

  補足１の写真を拝見すると、既設の橋なので、恐らく下流側に水道管がついているよう

に見受けられるのですが、水道管については特に支障にはならないでしょうか。 

○県 

  新しい橋に架け替えますので、水道管自体は一旦仮設として移設し、新しい橋の下部工

に添架させることになると思います。 

○委員 

  特に大きな支障にはならないということでよろしいですか。 

○県 

  管理者と協議を進めながら、計画を進めておりますので、架け替えしてもらったら困る

ような話は聞いておりません。 

○委員 

  分かりました。 

○委員 

  全体の工程でもともと平成２６年までに完了予定で、当初６年間でやるというのが新規

評価時点の計画です。実際は平成２１年から起算すれば２０年近い工程になっています。

３倍以上です。新規評価の計画が甘かったのか、これほど延びる事例も、この工事区間の

距離を考えると、かなり延びているなという印象があるので、これほどのことが起きない

ような配慮はどうしても必要だと思うのですけど。 

○県 

  こういう事例もあったという反省を込めて､今後の新規事業評価に活かしたいです。 
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（５）交通安全施設 主要地方道 福良江井岩屋線 

○会長 

  ありがとうございました。 

  委員の方、何かご意見いただけますでしょうか。 

○委員 

  マニュアルがないのはいろんな事情があることは分かっていて、Ｂ／Ｃを計算するかし

ないかというよりは、有効性、効率性をどう担保するかというところが重要だと思ってい

まして、その中で、費用便益分析は、いろんな問題点もある一方、いい点もやっぱりあっ

て、ある程度客観的に見られるということだと思うので、例えば渋滞がこれぐらい減ると

か、現状これぐらいの交通量があって、事故件数がこれぐらい減るとか、客観的な指標で

見せていただけると、有効性、効率性の判断をしやすくなると思います。本件につきまし

ては、取りあえずいいかなと思うのですが、今後に当たっての意見として受け止めていた

だいたらいいのですが、ぜひ客観的に有効性、効率性というのを見せていただくような工

夫をしていただければいいかなと思います。 

○県 

  そのように心がけていきたいと思います。 

○委員 

  審議会において、用地交渉が一部難航していることがあるとよく聞くのですが、早めに

対応してほしいというのは何回も言っているところではあるのですけど、重要な部分のと

ころがまだ未買収になっているので、今回事業期間を延長されているのですけど、どうい

った見通しでどういう施策でいくのか、教えていただければと思います。 

○県 

  計画では、令和６年度に用地補償を完了して、令和７年度にこの工事を完了させるとい

う予定でございますが、どうしても対地権者の方との交渉になりますので、そこは密に交

渉しながらやっていく予定です。駐車場の補償が難航している理由の一つになっておりま

して、近くに駐車場を借りる場所を提供したり、家族の状況も考慮しながら、交渉は継続

して、できるだけこの工程に沿うように進めていきたいと思っております。 

○会長 

  用地買収される側の方にも寄り添って今対応されているというところで皆さんの共感と

いうか、ご理解いただけるのではと思います、今の状況は令和３年から令和６年の間に用

地買収が終わる計画ですが、その限りではないと思います。 
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○県 

  交渉は継続しながら進めていきたいと思っております。 

○委員 

  未買収地が駐車場である。代替地も提供できるかどうか、近くにあるものを交渉中、そ

ういう話ですね。 

○県 

  そうです。 

○委員 

  駐車場もこちらのほうが提供してからでないと難しそうですか。 

○県 

  交渉にもよりますが、今複数台止められるところが１台になってしまうので、交渉が難

航している理由にもなっております。寄り添う形で交渉はさせていただきたいと思ってお

ります。 

○会長 

  用地買収に時間がかかり過ぎるのは何とかしないと、その方のご都合というのは十分考

えるということは大事かもしれないけど、県民に対するサービスが極端に減ってしまいま

すのは、委員会が答申を出させていただいているところでもあるので、適切な用地買収の

期間というのは胸に刻んでおいていただきたいです。場合によっては強制執行ということ

が出てくるのかもしれないのですが、それは県としてはできるだけ避けた形でしっかりと

合意をしていきたいということでございましょうが、去年の答申の中には、用地買収に時

間を取ってしまって、事業が非常に長引いてしまっているところが指摘されていまして、

適切に短くしていく努力は必要ですので、ぜひご努力をお願いいたします。大変なお仕事

だとは思いますが、県民に対するサービスが著しく下がってしまうのを懸念しています。 

○委員 

  用地買収については、マニュアル作りも有用であるかと思います。全てをマニュアル化

できなくても、こういうときにはこうというのをいろいろ蓄積されていけば、次の担当者

のときに、また一から買収をお願いに行くようでは、いつまでたってもできないのかなと

も思います。今回みたいな、駐車場がなくなるのなら、それを解消する方法を提案すると

か、何かそういうマニュアルやこういうことでやったという知識の蓄積ノートみたいなも

のがあったほうが、次の担当者も交渉しやすいのかなと思います。 
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○会長 

事業費の変更はなく、変更されるのは用地買収に難航して工期が延びますということで

今回再評価いただくことですね。 

○県 

  そうです。残ってる工事の規模が６０メートル程度ということで。 

○会長 

  90何％も出来上がってて。 

○県 

  物価上昇は多少ありますが、影響は少ないだろうということで総事業費の増額はないと

見込んでおります。 

 

 

 

 

 

（６）街路 都市計画道路 尾上小野線（安田工区） 

○会長 

  ありがとうございました。 

  委員の方からご意見ございますでしょうか。 

  用地交渉については令和３年度で終了したということですね。 

○委員 

  平成２５年に新規評価をされて、今回が１回目の再評価になるのですね。これまでのい

ろんな案件を見てると、大体５年置きかと思うのですが、そうじゃないんですか。２６年

からすると、もう約９年たってるだと思うのですが、何でこのタイミングで再評価になる

のですか。 

○県 

  新規事業に着手して１０年目を迎えます。 

○委員 

  １０年ですか。 

○県 

  はい。 
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○委員 

  新規事業は１０年なんですね。完成予定が元年だったものが延びたという認識ですか。 

○県 

  そうです。 

○委員 

  分かりました。 

○会長 

  ご意見ございますでしょうか。 

○会長 

  お願いします。 

○委員 

  補足１で、現有路盤のスラグの撤去とあります。地中コンクリート構造部については、

当然撤去をしないといけないと思うのですが、現有路盤のスラグは撤去しないといけない

ものでしょうか。 

○県 

  再利用できないかというご質問ですか。 

○委員 

  そうですね。そのまま存置して使うことはできないんでしょうか。 

○県 

  スラグが出てきたところは、現状の道路下に出てきておりまして、拡幅部と一体の路盤

として使えないこともございましたので、撤去させていただいております。 

○委員 

  最初に造ったときにスラグの路盤にされて、拡幅するから撤去するのにお金がかかって

しまっていますね。 

○県 

  建設された時点が、かなり古く、その当時の経緯も分からないので、道路の構造物とし

てしっかり造るために撤去をさせていただいたところでございます。 

○委員 

  当初はスラグのほうが路盤材として有用であろうと考えてそれをされたんじゃないかな

と想像して伺ったんですが、現有の拡幅する路盤のがたがたを防ぐために全部撤去して一

様な形にせざるを得ないと、そういうことですね。 
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○県 

  はい。 

○委員 

  分かりました。 

○会長 

  鉄鋼スラグを有効利用しようと盛んですが、邪魔者扱いされて産廃にすると、せっかく

の機運を反対方向に行ってしまうように思うんですが、産廃の処分というのは、これから

全部取り除いていくとすると、膨大なことになりはしないかと心配するのですが、いかが

ですか。ここでスラグを取るぞというのは、あるかもしれないけど、こういう埋まってい

るものはできるだけ有効に利用しようという方向へ持っていかないと、今後のインフラ整

備、大変なことになりはしないかと思って今質問したのですが、いかがですか。 

  コンクリート構造物、ケイ素みたいなコンクリート構造物が入っているものは難しいと

いうことになるかもしれませんが、路床に、路盤に入っているスラグは、これを有効利用

しようとはならなかったのですか。 

○県 

  この事業では、そこまで検討していなかった状況でございます。 

○委員 

 スラグをどうするか、鉄鋼、製鉄会社でも研究や検討が進められていると思うのですが、

審査会終わるまでに県から、その研究成果か何かを、少し違う観点から教えていただいた

らありがたいと思います。 

○県 

  今の情報をちょっと取りまとめて、次回以降に報告します。 

○会長 

  委員からのリクエストということで、鉄鋼スラグだけじゃないと思います。厄介者なの

か、有益なものなのか。鉄鋼スラグは、今、再利用を一生懸命検討してる材料じゃないか

なと思いましたので、意見させていただきました。何らかの形で技術開発が進んでいれ

ば、そういう利用を促進することにもなるということで、この審議会で情報共有したいと

思いますので、お願いいたします。 

○県 

  先ほど委員から、再評価の時期についてご質問がありましたが、この事業は、もともと

平成２５年に着手して平成３１年に完了予定でした。このたび１０年目の再評価というと
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ころですが、当初完了予定としていた平成３１年、令和元年に終わらないということが判

明しましたので、令和元年度に期間が延伸するという報告をさせていただいております。

１０年目の再評価の時期ではないけれども、当初の計画よりも延伸すると分かった時点で

報告するルールにしておりますので、そのような取扱いをしております。 

 

 

 

 

 

 

（７）街路 都市計画道路 国道線（姫路東工区） 

○会長 

  ありがとうございました。 

  委員の方からご意見いただきたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますでしょう

か。 

○委員 

  増額要因の大日線の２車線化の話ですが、理由として、令和３年のコンベンションセン

ターや、令和４年の医療センターのということですが、これらは新規採択された時には分

かってなかったということでしょうか。何か長期計画はありそうなので、想定はできたと

思います。 

○県 

  新規事業の後に開院が発表されたと伺っております。 

○委員 

  ある程度新しいものが分かった段階で、何か対策が必要ということは認識されてたと思

うので、増額や延長が判明した段階で報告するお話があったと思うので、同じような扱い

をしていただく方が良かったのかと思いました。 

○委員 

  コンベンションセンターとか色々できた後の対策として加えられたということですが、

この１３３メートルだけ北行き車線になっているということで、その国道線から南のほう

は１車線ではないですよね。４車線になっているということで、それはその前から分かっ

ているのであれば、あえて追加しなくても、もともとの計画に入れておかれても良かった
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のかなと想像したりするんですけど、その前後のいきさつみたいなものは何かあったんで

しょうか。 

○県 

  ご指摘のとおりかと思いますが、そういう大型施設事業化の後にできましたので、ここ

の部分がネックになっているということで改良の必要性が増してきたというようなところ

がございまして、追加させていただきました。 

○会長 

  いろんな方面からご意見いただいてますが、サービスがぐっと先延ばしになっているの

はいかがなものかというところに根本はあろうかと思います。工期がどんどん延びていっ

てしまうというのは、県民に対するサービスが遅れるということで、それが問題解決の遅

れになるので、ぜひその辺は前向きにご検討いただければと思います。 

○委員 

  市街地の重要交差点ということで、５年間で買収が可能なのかどうか私には否定的に思

ったんで、少し難しい物件があるのではないかということをインターネットで見たのです

けれども、５年間で交渉して、買収の見込みは立っているということでよろしいでしょう

か。 

○県 

  実際に交渉に入って価格を提示してみないと見えない部分もありますが、今現在、１工

区は全て終わっており、２工区については約半分終わっております。３工区は２割ほど終

わっております。沿道は非常に店舗が多い場所で、事業所なども多くあるというところで

ございまして、ぎりぎりまで営業を進めたいという意見とか、先に隣接工区が終わってか

ら交渉に来てほしいというような声も非常に多い状況でございます。そのため、段階的に

１工区終わって２工区、３工区と進めていく予定にしておりますので、工事の完成を見込

みながら用地交渉の方は進めていきたいと考えております。 

○委員 

  大変だということがよく分かりました。 
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（８）街路 都市計画道路 浜坂駅港湾線（駅前工区） 

○会長 

  ありがとうございました。 

  委員の方からご意見ございますでしょうか。 

  補足の５でご説明くださった、地元住民との協働での取組というところは、県として

も、これからぜひＰＲしていただいて、地域の方々とインフラをしっかりと整備するとい

うモチベーションになればいいなと感じます。 

○委員 

  ワークショップですけれども、とても面白いと思うのですが、過去にこういう例で高校

生と一緒にされたことはあるのですか。 

○県 

  歩道に色をつけるという観点からいえば、初めてかもしれませんが、地元の意見を聞き

ながら道路整備を考えていくという事例はございます。高校生と一緒に考えるというのは

記憶にはないのですが。 

○委員 

  有効性、効率性に関しては、通学生等の歩行者の安全な交通が確保されるということで

すけれども、この場合は、交通安全施設という整備には当たらず、街路ということでしょ

うか。 

○県 

  事業的には交通安全施設の事業内容で整備を進めておりますが、駅前の人口密集地の都

市の中の道路ということで、地元から負担金をもらう街路事業として進めているところで

ございます。 

○委員 

  前半部分で交通安全施設の場合はＢ／Ｃ評価がなくて、街路事業についてはＢ／Ｃがあ

るのですけど、本件についてはそれがなく、歩行者の交通安全確保という、その辺の分類

が分かりにくかったのでお聞きししました。 

○県 

  形態的には交通安全施設事業で歩道を設置する事業でございますので、Ｂ／Ｃは出して

いないところでございます。 

○委員 

  分かりました。 
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○会長 

  ４ページで、踏切で止まっている車両によって直進車両を邪魔してると指摘されてまし

たが、踏切が塞がって、踏切を待ってる車両があるときには、この交差点を赤にして止め

ておいたらいいと思いましたが乱暴なんですか。 

○県 

  どうしても滞留してしまうことがあり、右折車線を造り、そこで車がうまく滞留して交

通の流れをよくするというような事業の目的も持っていますので、そのような観点で進め

ているところでございます。 

○会長 

  直進の車両を阻害するというよりも、あまり頻度なく鉄道が走るということだと、無理

に渡ろうという車両が出てきて、鉄道と接触するほうのほうがリスクは高いと思い、しっ

かりと右折の退避空間を確保するというのは、大事だということには変わらないですが、

感想を述べました。高齢の方がこの辺多いと思うので、電車が通ってないのが当たり前だ

と思って、すっと行ったら鉄道に接触してしまうということになりかねない。それが右折

の待避、左折の待避があると、リスクを避けられることにもつながると思いました。   

 

 

 

 

 

（９）ダム 引原ダム再生整備事業 

○会長 

  ありがとうございました。 

  委員の方からご意見いただきたいと思います。 

○委員 

資料１ページ目の事業内容の①堤体かさ上げＨイコール２メートルの括弧内、総貯水量

が２，１９５万ｍ3から２，１７２万ｍ3に減っているのは、ミスプリントではないです

か。新規の評価のところでは２，２８５万ｍ3に増えるという記載がございますので、こ

れは間違いではないでしょうか。 

○県 

  詳細設計の中でダム湖の中の測量もしていまして、堆砂量が想定よりも増えておりまし
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て、その分を差し引いて少し少なくなっている状況でございます。 

○委員 

  何か違和感があります。かさ上げの結果、減ったように見えてしまい、堆砂によっても

ともとの総貯水量が２，１９５万ｍ3なかったのではないですか。 

○県 

  事実をここに書かせていただいてる状況です。 

○会長 

  ２，１９５万ｍ3という現状の認識が実際は堆砂によってそれだけないことを書くべき

ではないかというご指摘です。 

○県 

  分かりました。 

○委員 

  先ほどのような理由の記載が無くかさ上げして総貯水量が減りますという記載は受け入

れ難いので何らかの記載が要るのではないでしょうか。 

○県 

  分かりました。 

○委員 

  異常洪水時の防災操作ですが、放流設備を新設すると回数が減るということですが、

私、（治水には関心が強く）前から千刈の水源池などは治水に活用すべきだと強く主張し

てきました。今回の事業で、どういう作業手順で新しい放流設備を設けると異常洪水時防

災操作の頻度が減るのか、そこをかみ砕いて説明していただきたい。 

○県 

  かさ上げによって容量が９０万トン増えます。それと治水に利用しなかった水量の１０

０万トンと合わせ、１９０万トンがため込む量として多くなります。ダムの水位は一定の

高さまでくると、崩壊する危険性をなくすために流入と放流を同量で流すようになります

が、その操作に至るまでの時間が長くなります。その長くなった時間の中で雨のピークを

超える想定で、例えば平成３０年の７月豪雨でも、その操作を行う必要の無い容量が確保

できると考えております。 

○委員 

  分かりました。 

  費用負担は、治水サイドが負担するということですか。 
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○県 

  今回は利水者の利水容量を増やす事業ではございませんので、治水側で費用を出すとい

うことで調整しております。 

○委員 

  資料の中に引原川の河川整備計画についての記載がなくて、流量の低減効果は書いては

ありますが、河川整備計画における流量低減がどの程度になるのかが把握し切れなかった

ので、そういうことも記載していただけるとありがたいです。 

○県 

  引原川につきましては、揖保川と同じ１１年に１度の規模の雨量で整備計画を立ててお

りまして、今回のダム再生につきましても位置づけています。追記させていただきます。 

○委員 

  下流の流下能力は十分あるという理解でよろしいでしょうか。 

○県 

  洪水時には１００m3/s放流する計画ですが、下流は１００m3/s流れること確認していま

す。 

○委員 

  ダムの堤体をかさ上げして水位を上げるということですね。それによって新たに湛水区

間になる部分の自然環境への配慮というのはどういったことをなさっているでしょうか。 

○県 

  一部植物の移植を計画するなど配慮させていただいております。 

 

 


